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１．要 旨 

 （１）改正理由 

   国（総務省）が策定した「自治体 DX推進計画【第 5.0版】」において、デジタル技術の 

活用による住民利便性の向上及び業務効率化を加速させるためなどの DX 推進に当たり、 

最高情報責任者（CIO）を中心とした強力な全庁的推進体制の構築が望ましいとされている。 

当市においては、これまで「情報システムマネジメント本部会議」の本部長が実質的に 

その役割を担ってきたが、規則上に CIO を明文化することで、国や東京都の DX 施策との  

連携及び整合性を図るものである。 

 

 

（２）主な改正内容 

   本部長の職務に、『最高情報統括責任者(CIO）』を明文化する。 

 

 

（３）施行日 

   公布の日から施行する。 

    

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  

 ３．留意事項（問題点等） 

  総務課による事前審査済み 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議における審議終了後、速やかに改正事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

  決定 

  


